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規 則

健康増進法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５６号

健康増進法施行細則の一部を改正する規則
健康増進法施行細則（平成１５年北海道規則第１００号）の一部を次のように改正する。
第４条を削る。
第５条中「規則の」を削り、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第４条
とする。

「 住所
特定給食施設設置者

別記第１号様式から別記第３号様式までの規定中 氏名

〔法人にあって名称及び代表

「特定給食施設設置者 住所
氏名

を 〔法人にあっては、主たる事務名称及び代表者の氏名は、主たる事務所の所在地、
者の氏名 〕」 電話番号

所の所在地、 に改める。〕
」

別記第４号様式を削る。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法施行細則の規定に基づいて
作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の健康増進法施行細則
の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

訓 令

北海道訓令第１５号

本 庁
出 先 機 関

競争入札参加者審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
競争入札参加者審査委員会規程の一部を改正する訓令

競争入札参加者審査委員会規程（昭和４８年北海道訓令第６号）の一部を次のように改正す
る。
第７条第４項中「建設部建設管理局長」を「建設部建設管理局建設業担当局長」に改める。
別表中「建設管理局長」を「建設管理局建設業担当局長」に改める。
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附 則

この訓令は、平成２２年５月２１日から施行する。

告 示

北海道告示第４０８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
北海道震度情報ネットワークシステム開発業務 一式

２ 落札者を決定した日
平成２２年５月７日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 日本無線株式会社
� 住 所 東京都三鷹市下連雀５丁目１番１号
４ 落札金額
２６２，５００，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年３月１２日付け北海道告示第１７３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部危機対策局危機対策課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第４０９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
広報紙「ほっかいどう」制作及び配布業務 一式

２ 落札を決定した日
平成２２年４月８日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 株式会社電通北海道
� 住 所 札幌市中央区大通西５丁目１１－１
４ 落札金額
１３１，２５０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年２月１２日付け北海道告示第９９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総合政策部知事室広報広聴課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第４１０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、清水町土地改良区から、
次のとおり役員の住所変更の届出があった。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
理 事 ・ 氏 名 住 所

��������������	�������������
監事の別 変 更 前 変 更 後
理 事 高 薄 渡 上川郡清水町南１０条９丁目１６番地 上川郡清水町南１０条９丁目１６番地１

北海道告示第４１１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２２．４．３０ 石狩高富土地改良区
同 ２２．５．１０ 厚真町土地改良区

北海道告示第４１２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、深川土地改良区が
管理する北空知頭首工に係る管理規程の廃止を認可した。
平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
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廃止した管理規程の概要

北空知頭首工の維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。

北海道告示第４１３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について

道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。

その関係書類は、平成２２年５月２５日から２０日間、一般の縦覧に供する。

平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ

地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所

昭 栄 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、客土、暗きょ排水、区画整理） 北 海 道 空 知 総 合 振 興 局

月 浜 同 同

由 良 同 （農業用用排水施設、暗きょ排水、区画整理） 同

西 川 中 同 同

初 山 別 中山間地域総合整備（農業用用排水施設、区画整理、客土、暗きょ排水） 北 海 道 留 萌 振 興 局

留辺蘂温根湯 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗きょ排 北海道オホーツク総合振興局
水、土層改良）

上 士 幌 西 草地整備［公共牧場中核型］（区画整理） 北 海 道 十 勝 総 合 振 興 局

北海道告示第４１４号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可

を取り消した。

平成２２年５月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 処 分 を し た 年 月 日 平成２２年５月１１日

２ 処 分 を 受 け た 者

� 商号及び代表者の氏名 株式会社ヨコタ 横田 哲雄

� 主たる営業所の所在地 紋別郡遠軽町東４丁目８－３

� 建設業の許可の番号 （般－１７）網第１９１９号

３ 処 分 の 内 容 許可の取消し

４ 処分の原因となった事実 上記の者が建設業法第２９条第１項第２号に該当した。

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道オホーツク総合振興局告示第１１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年５月２１日

北海道オホーツク総合振興局長 武 田 準一郎
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
貨物兼乗用自動車の賃貸借 １台 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２２年３月１１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 北見日産自動車株式会社
� 住 所 北見市常磐町６丁目２番地１０
４ 落札金額
２６，６７０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札公告
平成２２年１月２９日付け北海道網走支庁告示第４号

７ 事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道オホーツク総合振興局産業振興部農務課
� 所在地 北海道網走市北７条西３丁目

道 人 事 委 員 会 規 則

管理職手当に関する規則及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成２２年５月２１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１２１７

管理職手当に関する規則及び管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を
改正する規則

（管理職手当に関する規則の一部改正）
第１条 管理職手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２６７）の一部を次のように改
正する。
別表第２ウを次のように改める。
ウ 海事職給料表
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職務の級 区 分 管理職手当の月額

５ 級 ４ 種 ６９，５００円

５ 種 ５７，９００円

４ 級 ４ 種 ６４，２００円

５ 種 ５３，５００円

３ 級 ５ 種 ４４，２００円

別表第３ウを次のように改める。
ウ 海事職給料表

職務の級 区 分 管理職手当の月額

５ 級 ４ 種 ５３，４００円

５ 種 ４４，５００円

４ 級 ４ 種 ４９，０００円

５ 種 ４０，８００円

３ 級 ５ 種 ３５，５００円

（管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）
第２条 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規則７－１１２７）
の一部を次のように改正する。
附則別表第１ウを次のように改める。
ウ 海事職給料表

職務の級
別表第２の管理
職手当の月額欄
に掲げる額

平成２０年４月１
日から平成２１年
３月３１日までの
管理職手当の月
額

平成２１年４月１
日から平成２２年
３月３１日までの
管理職手当の月
額

平成２２年４月１
日から平成２３年
３月３１日までの
管理職手当の月
額

５ 級 ６９，５００円 ５９，１００円 ６２，６００円 ６６，０００円

５７，９００円 ４９，２００円 ５２，１００円 ５５，０００円

４ 級 ６４，２００円 ５４，６００円 ５７，８００円 ６１，０００円

５３，５００円 ４５，５００円 ４８，２００円 ５０，８００円

３ 級 ４４，２００円 ４２，０００円

附則別表第２ウを次のように改める。

ウ 海事職給料表

職務の級
別表第３の管理
職手当の月額欄
に掲げる額

平成２０年４月１
日から平成２１年
３月３１日までの
管理職手当の月
額

平成２１年４月１
日から平成２２年
３月３１日までの
管理職手当の月
額

平成２２年４月１
日から平成２３年
３月３１日までの
管理職手当の月
額

５ 級 ５３，４００円 ４５，５００円 ４８，１００円 ５０，８００円

４４，５００円 ３７，８００円 ４０，１００円 ４２，３００円

４ 級 ４９，０００円 ４１，７００円 ４４，１００円 ４６，６００円

４０，８００円 ３４，７００円 ３６，７００円 ３８，８００円

３ 級 ３５，５００円 ３３，７００円

附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当に関する規則及び
管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成２２年４月１日から適用する。
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